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 天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和５年３月22日 

天理市長 並 河  健  

天理市条例第４号 

天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月天理市条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第11条中「介護時間」の次に「、子育て部分休暇」を加える。 

  第15条の２の次に次の１条を加える。 

  （子育て部分休暇） 

 第15条の３ 子育て部分休暇は、職員（育児短時間勤務職員等を除く｡)が満

６歳に達する日後の最初の４月１日から満９歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある子を養育するため、１日の勤務時間の一部につき勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

 ２ 子育て部分休暇の時間は、１日につき２時間を超えない範囲内で必要と

認められる時間とする。 

３ 子育て部分休暇については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、給与条例第17条に規定する勤務時間１時間当た

りの給与額を減額する。 

第17条の見出し及び同条第１項中「及び介護時間」を「、介護時間及び子

育て部分休暇」に改める。 

（天理市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 天理市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月天理市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

  第20条第２項中「による介護時間」を「による介護時間若しくは子育て部

分休暇」に、「又は当該介護時間」を「、当該介護時間又は当該子育て部分

休暇」に改める。 
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（天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び基準に関する条

例の一部改正） 

第３条 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び基準に関す

る条例（昭和41年12月天理市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

  第16条第２項中「又は介護時間」を「、介護時間」に、「の承認」を「又

は子育て部分休暇（当該職員が満６歳に達する日後の４月１日から満９歳に

達する日以後の最初の３月31日までの間にある子を養育するため、１日の勤

務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る｡)を勤務しないことが

相当であると認められる場合における休暇をいう｡)の承認」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例の廃止） 

２ 家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例（平成13年３月天理市条

例第17号）は、廃止する。天理市ひとり親家庭等医療費助成条例、第２条の

規定による改正後の天理市子ども医療費助成条例及び第３条の規定による改

正後の天理市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後

に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療

に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 


